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○ 

農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
補
完
的
指
標
と
し
て
定
め
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の

基
準
第
二
条
た
だ
し
書
（
同
告
示
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め

る
比
率
（
令
和
二
年
金
融
庁
・
農
林
水
産
省
告
示
第
五
号
） 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う

に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

附 

則 

（
こ
の
告
示
の
失
効
） 

（
こ
の
告
示
の
失
効
） 

２ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う

。 

２ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う

。 

 


